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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

タイ国内で行われる従業員向け研修を奨励するための税制恩典に係る

ルール及び要件 

2021 年 8 月 4 日付のタイ歳入局長官通達第 405 条によりタイ国内で行われる従

業員向け研修について税恩典のルール及び要件が公表されました。当該通達に

より、勅令第 716 号（2021 年 5 月 26 日発行）において認められている 2021 年

1 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日までに発生した適格費用に対する法人税計算上

100%の所得控除に加え、さらに 100％追加控除（すなわち、合計 200％の控

除）が与えられます。主なルールと要件は、以下のとおりです。 

 
• タイ国内で実施された従業員向け研修に係る文書等は、歳入局担当オ

フィサーの調査に対応できるように十分に準備されていなければなら

ない。 

• 観光事業に関する法令に基づき、セミナー会場費、宿泊費、交通費、

その他国内研修に関連する費用については、そのツアーオペレーター

又はツアーガイド等の事業者が関連する官庁に登録されていることが

必要である。 

• この税務恩典による法人税計算目的の所得控除を受ける企業又は法人

パートナーシップは、2005 年 10 月 15 日付の勅令第 437 号で規定され

ている特定の従業員研修費用の所得控除を受けることはできない。 

https://www2.deloitte.com/th/en.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-tax-newsletter-sep2021-eng.pdf


海外から電子サービスを提供する事業者、又は海外に所在する電子プ

ラットフォーム事業者の VAT 登録について定められた規則、手続、及び

条件 

2021 年 8 月 23 日付省令第 377 号及び 8月 16 日付タイ歳入局長官通達第 241 号

において、海外から電子サービスを提供する特定事業者と海外に所在する電子

プラットフォーム事業者の VAT 登録及び VAT 登録情報の変更通知に関する規

則、手続及び条件が定められました。この省令及び通達は、2021 年 9 月 1 日以

降にタイ国内にて海外から受け取る電子サービスから生じた収入に適用される

VAT 課税に関する税法改正を踏まえて発行されました。今回の省令及び通達で

定められた主な規則、手続、条件は以下のとおりです。 

• VAT 登録をしていないユーザーがタイ国内で使用するためにタイ国外

から電子サービスを提供するサービス・プロバイダー、又はタイ国外

に所在する電子プラットフォーム運営者は、そのような取引から稼得

される年間総収入が 180 万バーツを超えた日から 30 日以内に、歳入

庁長官が定めた申請書（Form P.P.01.9）を使用し、歳入局のウェブサ

イトにて規定されている必要書類を提出して、VAT 登録を申請する必

要がある。 

• 禁止事項に該当する申請者（歳入庁長官から VAT 登録を取り消された

者、実際の事業所を有さない者、歳入局職員に必要な証拠書類を提出

しなかった者など）は、VAT 登録が認められない。 

• VAT 登録情報に関する重要事項に変更があった場合（VAT 事業者の氏

名・住所、連続 30 日以上の事業停止、事業所の移転、事業停止な

ど）、その変更日から 15 日以内に歳入庁長官が規定した書式（Form 

P.P.09.9）を用いて歳入局のウェブサイトから報告しなければならな

い。 

電子源泉徴収制度を利用した特定の支払に対する源泉税の軽減税率の

延長 

タイ歳入局は、2021 年 8 月 11 日付で歳入局通達（No.Tor.Por. 336/2564、歳入

局通達 No.Tor.Por.4/2528を改定）を発行しました。この通達によると、2020年

10 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日まで、電子源泉徴収システムを介して行われ

る特定の種類の課税所得の支払に対して、5％又は 3％の源泉税率をから 2％に

引き下げることを決定しました。もともと新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）に対応して 2020 年 10 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで源泉税率が引き

下げられていましたが、2022 年 12 月 31 日まで税率の引下げが延長されまし

た。 

 

7%の VAT 税率を 2 年間延長 

2021 年 8 月 26 日付勅令第 724 号により、タイの法定付加価値税率を 10％から

7％（地方税を含む）への引下げ措置が、さらに 2 年間延長されることになり

ました。この延長は、2021 年 10 月 1 日から 2023 年 9 月 30 日まで有効となり

ます。 

 

歳入法上の時効にかかわらず、相互協議（MAP）のケースによる還付期

限の延長 



タイ財務省が 2021 年 8 月 23 日付で通達を発行し、同日以降、標準的な還付請

求期間が終了した特定適格者に対して、法人税又は個人所得税の還付申請期限

を延長すると決定しました。租税条約に基づく相互協議手続（MAP）の対象者

である場合、タイ歳入法上の時効にかかわらず、還付請求期限は、タイの管轄

当局から MAP の結果を通知する書簡を受け取った日から 60 日後に延長されま

す。 

 

財務省発行の貯蓄国債の利子に対する源泉徴収税の還付について 

2021 年 8 月 23 日付省令第 376 号によると、タイ財務省が発行する貯蓄国債か

らの利子所得から源泉税スキームに基づいて源泉徴収されていた個人が、歳入

局と協定を結んだ金融機関が運営する電子システムを通じて、還付請求書を電

子的に提出することができるようになりました。 

 

特定の罰金の免除又は軽減の許可 

タイ歳入局は 2021年 8月 31日付歳入局通達（No.Tor.Por.337/2564）を発行し、

2021 年 9 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までに期限が到来する納税申告に関し

て、VAT や特定事業税（SBT）の申告書を関連する期限までに提出しなかった

納税者、又は間違った申告書を提出した納税者の罰金を免除又は軽減する権限

を歳入局員に供与しました。この認可は、COVID-19 に対応するものです。期限

から 3 カ月以内に申告書が提出された場合には、以下のように罰金が免除又は

軽減されます。    

• 支払うべき税金と延滞金が全額支払われた場合、罰金は免除される。 

• 罰金は、支払額の 25％以上に相当する税金を支払った場合、本来適用

されるべき罰金総額の 2％に軽減される。 

 

 

 

 

お問い合わせ先  

本ニュースレターに関するご意見・ご質問等がございましたら、以下の担当者

又は Thailand Tax & Legal team までお気軽にご連絡ください。 
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Dbriefs 
A series of live, on-
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topical tax issues for 
business executives.  
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information, and 
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